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石川県告示第560号

石川県農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和46年石川県告示第263号)の一部を次のように改正する。

平成28年12月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

第 2条の表第 1号から第3号までの規定中 「年1.3%~年1. 4%J を 「年1.27%~年1. 37%J に、 「年0.6%J を 「年

。
同表第5号中 「年1.3%~年1. 4%J を「年1.27%~年1. 37%Jに改め、同表第6号中 「年1.3%J を「年1.27%Jに、

「年0.6%Jを「年0.87%Jに改め、同表第 7号中「年1.3%~年1. 4%J を「年1.27%~年1. 37%J に、 「年0.6%J を

「年0.87%Jに改め、同表第 8号中「年1.3%Jを「年1.27%J に改める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第 2条の規定は、 平成28年11月24日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用

し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

3 平成28年11月24日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定に

かかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率

を定めるものとする。

を に改め、0.87%Jに改め、同表第4号中

石川県告示第561号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 1項の規定により、次のとおり県道の区域を変更する。

なお、その関係図面は、平成28年12月16日から平成29年 1月6日まで縦覧に供する。

平成28年12月16日。 石川県知事 谷 本 正 憲
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道 路 の 区 域 関係図面の
路線名

変 更 問 旧新別 敷地の幅員(m) 延長(m) 縦覧場所の 区

下記区聞を道路区域に編入する。 南加賀土木

寺畠小松線 能美市和気町ろ165番 1地先から 総合事務所
10. 8~29 . 6 1，263.8 

能美市和気町を90番地先まで 維持管理課

下記区間を道路区域から除外する。

11 能美市寺畠町67番 2地先から 11 

7 .1 ~17.2 1，840.3 
能美市和気町る 111番地先まで

下記区聞を道路区域に編入する。

和気寺井線 能美市和気町る71番 1地先から 11 

能美市和気町利 6番 1地先まで
7. 2~ 1 4. 4 177.0 

石川県告示第562号

次のとおり県道の供用を開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第四条第 2項の規定により、告示する。

なお、その関係図面は、平成28年12月16日から平成29年 1月6日まで縦覧に供する。

平成28年12月16日

路線名 供用開始の 区間

寺畠小松線
能美市和気町ろ165番 1地先から

能美市和気町を90番地先まで

和気寺井線
能美市和気町る71番 1地先から

能美市和気町利 6番 1地先まで

公

石川県知事 谷 本 正 憲

供用開始の期日

平 成 28年 12月 17 日

平 成 28年 12月 16 日

主ヒ
Eコ

関係図面の
縦覧場所

南加賀土木

総合事務所

維持管理課

11 

印刷物等への広告掲載に係る入札公告

次のとおり 一般競争入札を実施する。

平成28年12月16日

1 一般競争入札に付する事項

(1) 件名

石川県発行印刷物への広告掲載

(2) 広告を掲載することができる印刷物

番号 FD 刷

1 自動車税納税通知書封筒(平成30年度発送)

2 石川県職員録

3 財政のあらまし

4 給与支給明細書

5 県勢便覧石川のガイド2017

6 ほっと石川

7 石川県立美術館平成30年度展覧会案内

8 石川県立美術館だより

9 石川れきはく

石川県知事 谷 本 正 憲

物 名 グループ名

印刷物A

印刷物B
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10 女性県政学習パス

11 こどもの救急

12 晴れたらいいね

13 いしかわ県民大学校平成30年度受講案内

2 入札方法

番号 1の印刷物A、番号 2から13までの印刷物Bに分け、それぞれ一括して入札に付するものとする。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 8に相当する額を加算した金額

(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

3 入札及び開札の日時及び場所

グループ名

印刷物A

印刷物B

日 時

平成29年 2月 6日(月)午後 2時

平成29年 2月 6日(月)午後 2時15分

4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

場 所

金沢市鞍月 1丁目1番地

石川県庁行政庁舎 6階603会議室

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入

札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等(平成 9年石川県告示第581号)に基づき、

平成28年度において競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

(3) 指名停止措置を受けていない者であること。

(4) 石川県暴力団排除条例(平成23年石川県条例第20号。以下 「条例Jとしづ。)第 2条第 1号に規定する暴力団

(以下 「暴力団Jという。)ではないこと及び次のアからオまでに該当しない者であること。

ア 役員等 (個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支居、営業所その他の事業所

を代表する者をいう。以下同じ。)が、条例第 2条第3号に規定する暴力団員 (以下 「暴力団員」という。)で

ある者

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が自己、自社若しく は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員を利用したことがある者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

5 契約の条項を示す場所等

(1) 契約内容に関する事項

入札案内書に記載のとおり

(2) 入札案内書の交付場所

石川県総務部管財課資産活用室

金沢市鞍月 1丁目1番地 石川県庁行政庁舎6階

電話番号 076-225-1266 

6 その他

(1) 入札保証金及び契約保証金

免除

(2) 入札の無効

この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書その他入札案内書に示す無効の入札に掲げる

入札書は、無効とする。

(3) 落札者の決定方法

石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第119条の規定により作成された予定価格以上の価格で最高の
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価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) その他

詳細は、入札案内書による。

1 一般競争入札に付する事項

(1) 件名

石川県が管理するホームページへの広告掲載

(2) 広告を掲載することができるホームページ

番号 ホ 一

1 庶務事務支援システム

2 施設利用予約ページ

3 石川県ホームページ

4 石川県立美術館ホームページ

5 石川県立歴史博物館ホームページ

6 石川四高記念文化交流館ホームページ

7 いしかわ統計指標ランド

8 石川県医療・薬局機能情報提供システム

ム

9 石川県災害 ・救急 ・周産期医療情報システム

10 ナース情報ステーション石川 石川ナースナビ

11 石川みち情報ネット

12 石川県教育センターホームページ

13 石川県立図書館ホームページ

/'、。

14 石川県スポーツ情報ネッ トワーク スポナビいしかわ

(3) 広告掲載期間

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

2 入札方法

番号 1からはまでを一括して入札に付するものとする。

一

第 12962号

ン 名

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 8に相当する額を加算した金額

(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

3 入札及び開札の日時及び場所

(1) 日時

平成29年 2月 6日(月)午後 2時30分(入札後、即時開札する。)

(2) 場所

金沢市鞍月 1丁目 1番地石川県庁行政庁舎6階 603会議室

4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の 4の規定に該当しない者であること。

(2) 平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入

札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等 (平成9年石川県告示第581号)に基づき、

平成28年度において競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

(3) 指名停止措置を受けていない者であること。

(4) 石川県暴力団排除条例(平成23年石川県条例第20号。以下 「条例」としづ。)第 2条第 1号に規定する暴力団

(以下 「暴力団」という。)ではないこと及び次のアからオまでに該当しない者であること。

ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支居、 営業所その他の事業所

を代表する者をいう。以下同じ。)が、条例第2条第3号に規定する暴力団員 (以下 「暴力団員」という。)で

ある者
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イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員を利用したことがある者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

5 契約の条項を示す場所等

(1) 契約内容に関する事項

入札案内書に記載のとおり

(2) 入札案内書の交付場所

石川県総務部管財課資産活用室

金沢市鞍月 1丁目 1番地石川県庁行政庁舎 6階

電話番号 076-225-1266 

6 その他

(1) 入札保証金及び契約保証金

免除

(2) 入札の無効

この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書その他入札案内書に示す無効の入札に掲げる

入札書は、無効とする。

(3) 落札者の決定方法

石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第119条の規定により作成された予定価格以上の価格で最高の

価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) その他

詳細は、入札案内書による。

1 一般競争入札に付する事項

(1) 件名

石川県有施設への広告掲載

(2) 広告を掲載することができる施設

番号 施 設

1 県庁舎(行政庁舎)

2 石川県立音楽堂

3 石川県ふれあい昆虫館

4 石川県ノfスボートセンター

(3) 掲載期間

名

平成29年4月 1日から平成30年 3月31日まで(1年間)

2 入札方法

掲 載 箇

2階市町村交流コーナー

2階食堂前掲示板

19階 自動販売機横パーティション

プロムナー ド壁面

1階休憩コーナー壁面

ガラス壁面

ノ号ンフレットスタンド

番号 1から 4までの県有施設を一括して入札に付するものとする。

所

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 8に相当する額を加算した金額

(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金

額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

3 入札及び開札を行う日時及び場所

(1) 日時
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平成29年 2月 6日(月)午後 2時45分(入札後、即時開札する。)

(2) 場所

金沢市鞍月 1丁 目1番地石川県庁行政庁舎 6階 603会議室

4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の 4の規定に該当しない者であること。

第 12962号

(2) 平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入

札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等(平成9年石川県告示第581号)に基づき、

平成28年度において競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

(3) 指名停止措置を受けていない者であること。

(4) 石川県暴力団排除条例(平成23年石川県条例第20号。以下 「条例Jとしづ。)第 2条第 1号に規定する暴力団

(以下 「暴力団Jという。)ではないこと及び次のアからオまでに該当しない者であること。

ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支底、営業所その他の事業所

を代表する者をいう。以下同じ。)が、条例第 2条第 3号に規定する暴力団員 (以下 「暴力団員」という。)で

ある者

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員を利用したことがある者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

5 契約の条項を示す場所等

(1) 契約内容に関する事項

入札案内書に記載のとおり

(2) 入札案内書の交付場所

石川県総務部管財課資産活用室

金沢市鞍月 1丁 目1番地 石川県庁行政庁舎6階

電話番号 076-225-1266 

6 その他

(1) 入札保証金及び契約保証金

免除

(2) 入札の無効

この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書その他入札案内書に示す無効の入札に掲げる

入札書は、無効とする。

(3) 落札者の決定方法

石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第119条の規定により作成された予定価格以上の価格で最高の

価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) その他

詳細は、入札案内書による。

特定非営利活動法人の設立認証申請公告

特定非営利活動促進法(平成10年法律第 7号)第10条第 1項の規定により、特定非営利活動法人の設立の認証の申

請があった。

平成28年12月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 申請のあった年月日

平成28年11月16日

2 特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 全国健称マラソン会



平成 28年 12月 16日(金曜日)

3 代表者の氏名

古田隆一

4 主たる事務所の所在地

白山市柴木 2丁目的番地

5 定款に記載された目 的

石川県 公報 第 12962号

この法人は高齢者層に対して、マラソ ン大会に関する事業を行い、心身共に健全な高齢者層の育成強化に努め、

以て高齢化社会の健康寿命の改善に寄与する ことを目 的とする。

土地改良区の役員退任公告

土地改良法 (昭和24年法律第195号)第四条第16項の規定によ り、次のとおり土地改良区の役員が退任した旨の届

出があった。

平成28年12月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

鶴来土地改良区

職 名 氏 名 住 所 退任年月 日

理事 中 村 滋 白山市井口町北130番 1地 平成28年11月20日

" キT 本 手口 夫 " 道法寺町ホ28番地 " 
" 

r昌ム ー，

本 敏 久 " 明法島町甲28番地 " 
" 津 田 威 司 " 月橋町ノレ145番地 " 
" 

r昂ム噂

本 1孟 志 " 七原町イ 4番地 " 

" 北 キT 長 " 小柳町ホ105番地 " 
" 中 西 秀 " 知気寺町ほ6番地 " 
" 藤 田 日百 夫 " 曽谷町イ62番地 " 
" 力日 納 彰 " 八幡町ヲ72番地 " 
" 本 田 正 則 " 明島町リ 112番地 " 

" 多 田 敏 雄 " 白山町ヨ 16番地3号 " 
監事 南 田 直 寛 " 中ノ郷町イ 6番地 " 
" 戸 田 光 夫 " 森島町奴36番地 " 
" キT 田 義 雄 " 熱野町丙192番地 " 

土地改良区の役員就任公告

土地改良法 (昭和24年法律第195号)第四条第16項の規定により 、次のとおり土地改良区の役員が就任した旨の届

出があった。

平成28年12月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

鶴来土地改良区

職 名 氏 名 住 所 就任年月 日

理事 中 キナ 滋 白山市井口町北130番 1地 平成28年11月21日

" キナ 本 平日 夫 " 道法寺町ホ28番地 " 
" 藤 田 平日 彦 " 坂尻町ホ24番地 " 
" 本 橋 三Eとコ 朗 " 明島町ム36番地 " 

" 本 田 武 iI巳t」、 " 柴木町甲 8番地 " 
" 作 本 正 " 日向町和15番地 1 " 
" 寺 正 彦 " 月橋町ヌ36番地2 " 

" キナ 本 覚 " 荒屋町に58番地 " 
" 立 ) 11 秀 夫 " 三宮町イ 153番地 1 " 



平成 28年 12月 16日(金曜日) 石川県 公報 第 12962号

!I r呂-"-. ;Jt 光 !I 小柳町ホ114番地 !I 

!I 巾 山 吉 充 !I 巾島町ロ1番地 !I 

監事 林 勝 日百 !I 森島町利101番地 1 !I 

!I 舘 イ申 !I 行町イ92番地 !I 

!I 互ル"ヨA 岸 正 !I 部入道町ロ1番地 !I 

公共測量終了公告

測量法 (昭和24年法律第188号)第39条において準用する同法第14条第 2項の規定により 、小松市長から、次のと

おり公共測量を終了した旨の通知があった。

平成28年12月16日

石川県知事 谷 本 正 憲

'市
「，，ql

i
 

業 車重 類 作 業期 間

平成28年 9月20日から

同年12月22日まで

作 業 地 域

小松市北西部地域公 共 測 量

(小松市安宅新地区土地区画整理事業)

( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所 干92卜8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076) 292-2236 


